
(歳入)

千円

(歳出)

千円

(単位:　千円)

国庫

支出金

県支出金 その他

地方消費税交付金

（社会保障財源化分）

その他

社会福祉事業費

89,764 0 0 863 7,115 81,786

高齢者福祉事業費

167,818 0 3,275 15,636 8,133 140,774

障害者福祉事業

523,845 315,775 40,202 9,501 5,083 153,284

高齢者保養施設事業費

22,074 0 0 2,759 0 19,315

児童福祉事業費

551,252 134,828 64,014 28,715 16,049 307,646

小　　　計

1,354,753 450,603 107,491 57,474 36,380 702,805

介護保険事業繰出金

336,794 2,033 1,016 0 18,298 315,447

国民健康保険事業繰出金

166,308 15,527 52,366 0 10,166 88,249

後期高齢者医療保険繰出金

323,129 0 44,236 0 18,515 260,378

小　　　計

826,231 17,560 97,618 0 46,979 664,074

予防事業

101,636 0 0 0 5,083 96,553

保健衛生事業

120,563 0 580 468 9,149 110,366

診療所事業費

12,934 0 0 0 1,525 11,409

母子衛生事業費 19,892 710 0 0

2,541 16,641

小　　　計

255,025 710 580 468 18,298 234,969

2,436,009 468,873 205,689 57,942 101,657 1,601,848

※１地方消費税交付金(社会保障財源分)は､各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当している。
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社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 2,436,009

事　　　業　　　名

令和元年度

当初予算額

財　源　内　訳

特 定 財 源 一 般 財 源

地方消費税（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費地方消費税（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費地方消費税（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費地方消費税（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

地方消費税交付金(社会保障財源化分) 101,657

平成26年4月1日より消費税率（国・地方）が5%から8%へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増

収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

令和元年度身延町一般会計予算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。


